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（意見再募集）東証マザーズ指数の見直しについて

２ ０ ２ １ 年 ３ 月 ２ ６ 日

株式会社東京証券取引所

Ⅰ．趣旨

当取引所は、2020 年 12 月 25 日から 2021 年２月 26 日まで「TOPIX（東証株価指数）等の見直しについて」指数コンサルテーシ

ョンを通じて意見を募集いたしました。その結果、2023 年４月３日に廃止することを提案した東証マザーズ指数について、TOPIX

（東証株価指数）の取扱いに準じて、指数を存続させるべきとのご意見が複数寄せられました。こうしたことを踏まえ、東証マザ

ーズ指数の取扱いについて再検討し、以下のとおり原案を修正のうえ、あらためて意見を募集いたします。

Ⅱ．概要

項 目 内 容 備 考

１．東証マザーズ

指数の見直し

（１）東証マザー

ズ指数見直しの

基本方針

・ 2022 年４月の市場区分の見直し以降も、東証マザーズ指数を継続して算出、

配信します。

・2020 年 12 月 25 日から 2021 年２月

26 日まで意見募集を実施した

「TOPIX（東証株価指数）等の見直し

について」に係る指数コンサルテー

ションにおいて、東証マザーズ指数

は 2023 年４月３日に廃止すること

を提案していました。

・この点について、東証マザーズ指数

を存続させるべきとの意見が複数寄

せられたことを踏まえ、市場区分の
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項 目 内 容 備 考

見直し以降も継続算出、配信するこ

ととします。

（２）新市場区分

の上場制度施行

日の取扱い

・ 新市場区分の上場制度施行日前営業日（2022 年４月１日）時点の東証マザー

ズ指数構成銘柄は、新市場区分の上場制度施行日（2022 年４月４日）の上場

市場にかかわらず、継続して東証マザーズ指数の構成銘柄とします。

（３）施行日以降

の算出ルールの

変更点

ａ．構成銘柄の定

期入替

・ 算出対象の定期入替は毎年１回（10 月 終営業日）行います。

・ 定期入替に係る基準日（以下、「定期入替基準日」という。）は、毎年８月

終営業日とし、追加・除外リストを JPX ウェブサイトにて 10 月第５営業日に

公表します。

・ 以下の手順により構成銘柄を決定します。

 定期入替基準日時点における東証グロース市場指数（仮称）の構成銘柄

を母集団とします。ただし、以下のいずれかに該当する銘柄は母集団か

ら除外します。

 定期入替基準日において、整理銘柄に指定されていること。

 定期入替基準日において、特設注意市場銘柄に指定されていること。

 定期入替基準日において、上場市場を変更することが公表されている

こと。

 定期入替基準日において、TOPIX の構成銘柄に含まれていること。

 基準日における上場時価総額の大きい順に 250 銘柄を構成銘柄として選

定します。ただし、母集団の総数が 300 を下回る場合、母集団の総数か

・ 2022 年 10 月の定期入替から実施

します。2022 年 10 月の結果は、10

月第６営業日に公表します。

・ 母集団からの除外の条件は、原則

として、定期入替基準日から定期

入替結果の発表までの間に該当す

ることが判明した銘柄を含みま

す。
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項 目 内 容 備 考

ら 50 を減じた銘柄数を選定します。

ｂ．2022 年 10 月の

定期入替の特例

・ 指標の継続性の観点から、2022 年 10 月の定期入替の結果、除外となる銘柄

については、段階的ウエイト低減銘柄とし、2022 年 10 月 終営業日（2022

年 10 月 31 日）から四半期ごとの 終営業日に、３段階で構成比率を調整し、

2023 年４月 終営業日に除外します。

・ 段階的ウエイト低減銘柄は、浮動株比率に移行係数（1.0 から０に向けて 0.33

幅で逓減）を乗じて構成比率を調整します。

＜移行スケジュール＞

移行実施回 指数修正日 移行係数

１回目 2022 年 10 月 終営業日 ×0.67

２回目 2023 年１月 終営業日 ×0.33

３回目 2023 年４月 終営業日 ×０

・ 移行係数考慮後の浮動株比率につ

いては、各指数修正日の属する月

の第５営業日又は第６営業日に指

数基礎情報サービスにて提供しま

す。

・ 段階的ウエイト低減銘柄につい

て、本資料に記載の無い事項につ

いては、他の銘柄と同様に取り扱

います。

・ 2023 年 10 月 終営業日に指数名

称を「東証グロース市場 250 指数

（仮称）」へ変更することを予定し

ています。

ｃ．非定期の追加 ・ 2022 年４月４日の市場選択の結果、マザーズ市場以外からグロース市場を選

択した銘柄（TOPIX 構成銘柄を除く）については、2022 年５月 終営業日及

び６月 終営業日の２段階で追加します。

・ 2022 年４月４日以降、グロース市場に新規上場又は市場区分を変更した銘柄

（TOPIX 構成銘柄を除く）については、新規上場日又は市場区分の変更日が

属する月の翌月の 終営業日に東証マザーズ指数の構成銘柄として追加しま

す。

・ 一段階目は、通常の浮動株比率に

0.5 を乗じた値を適用し、二段階目

に通常の浮動株比率を適用しま

す。

・ 2022 年３月中にマザーズ市場に新

規上場した銘柄（テクニカル上場

を除く）については、2022 年４月

終営業日に東証マザーズ指数構

成銘柄として追加します。
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項 目 内 容 備 考

・ 2022 年４月１日にマザーズ市場に

新規上場した銘柄（テクニカル上

場を除く）については、2022 年５

月 終営業日に東証マザーズ指数

構成銘柄として追加します。

・ 東証マザーズ指数構成銘柄が株式

移転、株式交換、新設合併又は会社

分割のため上場廃止となり、当該

株式移転等に伴う新設会社、存続

会社又は承継会社が遅滞なく上場

する場合には、原則として、当該新

設会社等を東証マザーズ指数に追

加します。

ｄ．非定期の除外 ・ TOPIX 構成銘柄に採用される場合、採用日と同日に除外します。

・ 2022 年４月４日以降、東証マザーズ指数構成銘柄が特設注意市場銘柄に指定

された場合、指定日の４営業日後に東証マザーズ指数構成銘柄から除外しま

す。

・ 新市場区分の上場制度施行日時点

で、特設注意市場銘柄に指定され

ている銘柄については、2022 年４

月 終営業日に東証マザーズ指数

から除外します。

e．構成比率の上限

の導入

・ 投資対象としての機能性の更なる向上の一環として、東証マザーズ指数につ

いて各銘柄の構成比率に 20％の上限を設けます。

・ 東証マザーズ指数は、浮動株比率にキャップ調整係数（構成比率を調整する

ための係数）を乗じて計算されるキャップ調整後浮動株比率を用いて算出し

ます。
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項 目 内 容 備 考

２．その他 ・ その他所要の見直しを行います。

３．スケジュール ・ 今後、以下のスケジュールで指数コンサルテーションを進めます。

日程 手続内容

2021 年３月 26 日（金）

～2021年４月９日（金）

指数コンサルテーションによる意見の募集

・意見の募集は、JPX ウェブサイトから行います。提

出の際には、（１）氏名、（２）職業、（３）提出者の

属性及び法人・団体等の名称、（４）連絡先（電話番

号、メールアドレス）、（５）案件に対する意見を明記

してください。

・なお、本指数コンサルテーションは、追加的な意見

の募集であることから、２週間といたします。

・提出された意見については、適宜整理したうえ、こ

れに対する当取引所の考え方を併せて、JPX ウェブサ

イト等において公表します。また、提出された意見に

ついては、個別には回答はいたしません。

2021 年４月末以降 ・当取引所は、提出された意見を考慮して 終的な意

思決定を行います。 終的な施策については、「TOPIX

（東証株価指数）等の見直しについて」の結果公表と

併せて JPX ウェブサイトにおいて公表します。

Ⅲ．実施時期（予定）

・ ２０２２年４月４日から実施します。

以  上


